
 

 

「学校いじめ防止基本方針」 
大任町立大任小学校 

１「学校のいじめ防止基本方針」の目的 

学校・家庭・関係機関・地域社会が連携して、いじめ問題を克服するために、国の「いじめ防止対策
推進法」、「福岡県いじめ防止基本方針」をもとに「学校いじめ防止基本方針」を定める。 

 

２ 「学校のいじめ防止基本方針」の内容 

（１）本校のいじめの問題に対する考え方 

   いじめは、いじめを受けた児童の基本的人権等を著しく侵害し、児童の心身の健全な成長を阻害
し、人格の形成等に甚大かつ重大な危険を生じさせるものである。また、いじめは、いつでも、ど
の児童にも起こり得るものであり、どの児童も被害者と加害者の両方になり得るものである。 

   こうした事実をふまえて、「いじめは絶対に許さない」、「いじめは卑怯な行為である」、「い
じめは、どの子でも、どの学校でも起こり得る」ことを念頭に、「いじめの未然防止」、「いじめ
の早期発見」、「いじめへの早急な対処措置」について、大任小学校として共通理解を図り、組織
的に対応していく。 

   特に、本校では、いじめの未然防止と早期発見に特に重点的に取り組んでいくとともに、いじめ
が発生してしまった場合には、児童の尊厳を最大に重視し、教育委員会や地域、家庭、児童相談所
等の関係機関との連携を図り、組織的にいじめ根絶に向けて全力で取り組む。 

（２） 校内組織（校内いじめ問題対策委員会等）の整備 

ア 構成員 

組織の名称 いじめ・不登校対策委員会 

組 
織 
の 
構 
成 
員 

教 職 員 

職 名 等 分 掌 等 名前 

校  長 －  

教  頭 －  

主幹教諭 －  

教  諭 児童支援加配  

教  諭 生徒指導担当  

教  諭 高学年代表  

教  諭 中学年代表  

教  諭 低学年代表  

養護教諭 －  

外部専門家等 

ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ －  

スクールソーシャルワーカー   

生徒指導支援員   

学 校 医 －  

イ 校内組織の役割 

   ・ 学校いじめ防止基本方針の策定 
   ・ いじめの未然防止の取組の推進 
   ・ いじめの対応についての協議 
   ・ 教職員の資質向上のための校内研修の企画・運営 
   ・ 年間計画の作成と実施 
   ・ 年間計画の進捗状況の評価 
   ・ 各取組の有効性の検証 
   ・ 学校いじめ防止基本方針の見直し 



 
（３）関係機関との連携 
   平素より学校と田川警察署、田川児童相談所、学校警察連絡協議会、医療機関など（以下、関係機

関）が連絡会議などにおいて情報交換や情報の共有、相談を行い、いじめの未然防止・早期発見に努
める。 

   また、学校でいじめる児童に対して必要な教育上の指導を行っているにもかかわらず十分な効果を
上げることが困難な場合には、教育委員会の指導のもと、関係機関との連携を図り、問題の解決にあ
たる。 

 

（４）報告体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）いじめの問題に関する教員研修 

  ・ 学校いじめ防止基本方針の共通理解を図る職員研修を実施する。（年度当初） 
  ・ 「いじめの早期発見・早期対応の手引き」を活用した職員研修を実施する。 
  ・ 児童の発達課題や成長に関して、講師を招聘して研修会を実施する。 
  ・ 児童一人一人が認め合い、高めあえるような学習指導に関して、講師を招聘して研修会を実施す

る。 
  ・ 人権・同和教育研修「気になる子の交流」を学期１回開催し、教職員の共通理解を図る。 
  ・ 校外で開催されるいじめ防止に関する研修会への積極的参加に努めるとともに、研修を受けた   

教職員は、他の教職員への還元・情報提供に努める。 

 

いじめの疑いに係る情報のキャッチ 

職員会議（全教職員）  共通理解 

学級担任（学年主任） 

事実関係の把握 
いじめであるかどうかの判断 

協働体制の確立 
指導や支援の対応方針の決定 

いじめ・不登校対策委員会 

保
護
者 

連携 連携 

支援 

ＰＴＡ 
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職
（
校
長
・
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頭
）
主
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諭 

関係諸機関 大任町教育委員会

ＰＴＡ 

外
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専
門
家 

報告 

通報 
報告 

報告 

指示 

報告 

報告 

招集・報告 

報告 

指示 

報告 

必要に応じ

て参加 

連携 

連携 



 

（６）いじめの問題への対応 

  ア いじめの未然防止の取組 

   いじめの未然防止といじめのない学校づくりを最重要の取組とし、日々の充実した学習の    
中で、子どもたちの心と感性を育み、併せて、日常的に児童の自尊感情や自己有用感を育成すること
を大切にする。 

 

  ○ 教職員による指導について 

・ 校内研修や情報共有の場の確立及び児童への指導の徹底 
   ・ いじめを許さない体制の確立と児童への周知 
   ・ いじめのサインの共通理解 
   ・ 日常的な「分かる授業」の実践 
   ・ 教員による自身の指導の振り返り 
   ・ 学級経営を中心にした児童の活躍の場づくり、居場所づくり、絆づくり 
   ・ 道徳の時間を中心とする全教育活動における指導 
   ・ 社会体験や体験活動の推進と充実 
   ・ 相互の授業公開や参観等、多くの目で学級を見る機会の設定 
   ・ 異学年児童との交流の推進 

  ○ 児童に培う力 

   ・ 自尊感情と自己有用感  

・ 規律を守った学校生活と学習活動 

   ・ 他者との違いを正しく認識できる力 
   ・ 他者のよいところを理解し、認めあえる力 
   ・ 他者の気持ちを共感的に理解できる豊かな心 
   ・ 失敗しても何度も粘り強く取り組む力 
   ・ 他者とのコミュニケーションを図る力 
   ・ 規範意識、正しいことが分かる善悪の判断力 

   ☆ いじめに向かわない態度・能力の育成 
    発達の段階に応じて、児童生徒がいじめの問題を自分のこととして捉え、考え、議論することに

より、正面から向き合うことができるように実践的な取組を行う。 

    以下のような実例（裁判例）を示しながら、人権を守ることの重要性やいじめの法律上の扱いを
学ぶ取組も行う。 

○ いじめは重大な人権侵害に当たり、当事者、加害者及び周囲の児童に大きな傷を残すもので
あり、決して許されないこと 

○ いじめが刑事罰の対象となり得ること 

○ 不法行為に該当し損害賠償責任が発生し得ること 

 

○ 児童の主体的な取組    

・ 児童会を中心として、「友だち月間」「あいさつ運動」などに取り組み、他者のよいとこ      
ろを認め合ったり、コミュニケーションを図ったりする活動を推進する。 

   ・ 高学年を中心に縦割り活動の時間や登下校時に行う異学年での交流を日常の学校生活へ      
拡充させる。 

 ○ 家庭や地域との連携 
   ・ PTA 総会や学級懇談会、学校だより等で学校いじめ防止基本方針の周知を行う。 
   ・ 適時学級懇談会や地区懇談会などで話し合いを行う。 
   ・ 交通安全ボランティアの方や関係機関との連絡や報告を励行する。 

  

イ いじめの早期発見の取組 

    ○ 「いじめ・人間関係トラブル早期発見チェックポイント（いじめの早期発見・早期対応の     
手引き 平成１９年３月 福岡県教育委員会）」を活用した早期発見の取り組みを実施する。 

    ○ 「学校生活アンケート（記名）」を月１回実施する。 
    ○ 「学校生活アンケート」に基づく個人面談を気になる記載や児童についてはその都度実施する。 
    ○ 相談ポストの設置と活用を行う。 
    ○ 「家庭用チェックリスト（いじめの早期発見・早期対応の手引き 平成１９年３月 福岡     

県教育委員会）」を活用したり、リーフレットの配付や学校通信の発行を通して、家庭と連
携した早期発見の取組を推進する。 



 

令和７年度 大任小学校「いじめ問題」に対する年間計画（予定） 

 

月 
早期発見・早期対応の取組 

（◇月１回）（◆学期１回程度）（●常設） 

学校の組織的指導体制の整備 

（＊月１回以上） 

いじめに対応する教育活動

の推進     （●年間） 

評価・分析

の取組 

４月 

・「いじめの定義」と「報告の在り方」 

の周知 

◇全学年「学校生活アンケート」実施       

●相談ポスト 

＊いじめ・不登校対策委員会（生

徒指導委員会）の開催 

・「いじめの定義」と「報告の在り

方」の職員研修 

・気になる子の交流会（第４金） 

・学校いじめ防止基本方針

の公表・周知 

●いじめを生まない教育活

動の推進 

 

 

 

 

５月 
 

◇全学年「学校生活アンケート」実施 

・アンケートをもとにした個人面談 

 

＊いじめ・不登校対策委員会（生

徒指導委員会）の開催 

・児童生徒理解のための職員会議 

・気になる子の交流会（第４金） 

「保護者用いじめチェック

リスト」の配布・回収 

 

 

 

６月 
◇全学年「学校生活アンケート」実施 

・アンケートをもとにした個人面談 

 

＊いじめ・不登校対策委員会（生

徒指導委員会）の開催 

・気になる子の交流会（第４金） 

  

 

 

７月 

◇全学年「学校生活アンケート」実施・

アンケートをもとにした個人面談 

◆児童生徒の悩みや不安の解消に向けた

「教育相談週間（夏休み前）」 

＊いじめ・不登校対策委員会（生

徒指導委員会）の開催 

・気になる子の交流会（第４金） 

・学期末懇談会 

 

 

 

８月 
 ・SC等の専門家を招聘した研修会 

・特別支援教育の視点に立つ児童

生徒理解の研修会 

 

・長期休業明け前の気にな

る児童生徒への連絡等 

・１学期の

取組を評

価・分析 

９月 
◇全学年「学校生活アンケート」実施 

・アンケートをもとにした個人面談 

 

＊いじめ・不登校対策委員会（生

徒指導委員会）の開催 

・気になる子の交流会（第４金） 

  

 

 

１０
月 

◇全学年「学校生活アンケート」実施 

・アンケートをもとにした個人面談 

 

＊いじめ・不登校対策委員会（生

徒指導委員会）の開催 

・気になる子の交流会（第４金） 

「保護者用いじめチェック

リスト」の配付・回収 

 

 

 

１１
月 
 

◇全学年「学校生活アンケート」実施 

・アンケートをもとにした個人面談 

 

＊いじめ・不登校対策委員会（生

徒指導委員会）の開催 

・気になる子の交流会（第４金） 

  

 

 

１２
月 

◇全学年「学校生活アンケート」実施 

・アンケートをもとにした個人面談 

◆児童生徒の悩みや不安の解消に向けた

「教育相談週間（冬休み前）」 

＊いじめ・不登校対策委員会（生

徒指導委員会）の開催 

・気になる子の交流会（第４金） 

・学期末懇談会 ・２学期の

取組を評

価・分析 

１月 
◇全学年「学校生活アンケート」実施 

・アンケートをもとにした個人面談 

 

＊いじめ・不登校対策委員会（生

徒指導委員会）の開催 

・気になる子の交流会（第４金） 

「保護者用いじめチェック

リスト」の配付・回収 

 

 

 

２月 
◇全学年「学校生活アンケート」実施 

・アンケートをもとにした個人面談 

 

＊いじめ・不登校対策委員会（生

徒指導委員会）の開催 

・気になる子の交流会（第４金） 

・学校評価・教員評価の実       

 施 

・年間の取

組を評

価・分析 

３月 

◇全学年「学校生活アンケート」実施 

・アンケートをもとにした個人面談 

◆児童生徒の悩みや不安の解消に向けた

「教育相談週間（進級・進学前）」 

＊いじめ・不登校対策委員会（生

徒指導委員会）の開催 

・気になる子の交流会（第４金） 

 

 

 

 

  

 



 

ウ いじめの早期対応の取組 

【いじめに対する基本姿勢】 

 「いじめは、人間として絶対に許されない」という強い認識をもつこと 
 「いじめは、どの学校でも、どの子にも起こりうる」という危機意識をもつこと 
 「いじめられている子どもを最後まで守り抜く」という信念をもつこと 

・いじめの問題への対応の手順 ［１次・２次・３次対応による支援と指導］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いじめの発見 

 

本人の訴え 

児童からの報告 

「サイン」の発見 

保護者からの報告 

いじめの防止等に向けた取組 

二次対応（短期対応） 

一次対応（緊急対応） 

協働体制の確立 
指導や支援の対応方針の決定 

いじめ・不登校対策委員会 

いじめられた児童 
保護者との連携 

いじめた児童 

周囲の児童 

○事実関係の把握 

○心のケア 

・安全の確保 

・全面的な支援 

○事実関係の報告 

○信頼関係の構築 

○事実関係の把握 

○事実関係の確認 

大任町教育委員会 関係機関との連携 

いじめられた児童 保護者との連携 いじめた児童 

○プロジェクト 

チームによる支援 

○指導方針の伝達 

○協働意識の向上 

○いじめの態様に 

応じた指導・援助 

 
学級での指導 当事者意識の高揚，共感的人間関係づくり，自己存在感を実感できる学級づくり 

 

いじめられた児童 保護者との連携 いじめた児童 

○適応の促進 

○対人関係能力の向上 

○家庭の教育力の向上 ○規範意識の育成 

○人間関係づくりの改善 

全校での指導 
人権意識を高める道徳・特別活動等の実践，いじめ問題を解決できる学級・学年

集団育成の指導の充実 

三次対応（長期対応） 

アンケート等の結果 



 

○ いじめが生まれる背景と指導上の注意  

学校として特に配慮が必要な児童については、日常的に、当該児童の特性を踏まえた適切な

支援を行い、保護者との連携、周囲の児童に対する必要な指導を組織的に行う。 

 

【発達障がいを含む、障がいのある児童がかかわるいじめについて】 

教職員が個々の児童の障がいの特性への理解を深めるとともに、個別の教育支援計画や個別

の指導計画を活用した情報共有を行いつつ、当該児童のニーズや特性、専門家の意見を踏まえ

た適切な指導及び必要な支援を行う。 

 

【海外から帰国した児童や外国人の児童、国際結婚の保護者を持つなどの 

外国につながる児童にかかわるいじめについて】 

言語や文化の差から、学校での学びにおいて困難を抱える場合も多いことに留意し、それら

の差からいじめが行われることがないよう、教職員、児童、保護者等の外国人児童等に対する

理解を促進するとともに、学校全体で注意深く見守り、必要な支援を行う。 

 

【性同一性障がいや性的指向・性自認に係る児童に対するいじめについて】 

いじめを防止するため、性同一性障がいや性的指向・性自認について、教職員への正しい理

解の促進や、学校として必要な対応について周知する。 

 

【東日本大震災により被災した児童又は原子力発電所事故により避難している児童 

（以下「被災児童生徒」という。）のいじめについて】 

被災児童生徒が受けた心身への多大な影響や慣れない環境への不安感等を教職員が十分に理

解し、当該児童に対する心のケアを適切に行い、細心の注意を払いながら、被災児童に対する

いじめの未然防止・早期発見に取り組む。 

 

○ いじめの解消 について 

いじめは、単に謝罪をもって安易に解消とすることはできない。いじめが「解消している」

状態とは、少なくとも次の２つの要件が満たされている必要がある。ただし、これらの要件が

満たされている場合であっても、必要に応じ、他の事情も勘案して判断するものとする。  

【１】いじめに係る行為が止んでいること  

被害者に対する心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われるも

のを含む。）が止んでいる状態が相当の期間継続していること。この相当の期間とは、少なく

とも３か月を目安とする。ただし、いじめの被害の重大性等からさらに長期の期間が必要であ

ると判断される場合は、この目安にかかわらず、学校の設置者又は学校いじめ対策組織の判断

により、より長期の期間を設定する。学校の教職員は、相当の期間が経過するまでは、被害・

加害児童の様子を含め状況を注視し、期間が経過した段階で判断を行う。行為が止んでいない

場合は、改めて、相当の期間を設定して状況を注視する。  

【２】被害児童が心身の苦痛を感じていないこと  

いじめに係る行為が止んでいるかどうかを判断する時点において、被害児童がいじめの行為

により心身の苦痛を感じていないと認められること。被害児童本人及びその保護者に対し、心

身の苦痛を感じていないかどうかを面談等により確認する。  

学校は、いじめが解消に至っていない段階では、被害児童を徹底的に守り通し、その安全・

安心を確保する責任を有する。学校いじめ対策組織においては、いじめが解消に至るまで被害

児童の支援を継続するため、支援内容、情報共有、教職員の役割分担を含む対処プランを策定

し、確実に実行する。  

上記のいじめが「解消している」状態とは、あくまで、一つの段階に過ぎず、「解消してい

る」状態に至った場合でも、いじめが再発する可能性が十分にあり得ることを踏まえ、学校の

教職員は、当該いじめの被害児童及び加害児童については、日常的に注意深く観察する必要が

ある。 



 

・重大事態の際の危機管理マニュアル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 重大事態が発生した場合，直ちに大任町教育委員会に報告し，報告を受けた大任町教育委員会を通じて

て町長及び県教育委員会へ事態発生について報告する。 
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重大事態に係る地方公共団体の長への報告の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 重大事態の報告（第 23条 2項） 

② 重大事態が発生した旨を地方公共団体の長に報告（第 30条 1項） 

併せて，県教育委員会に報告（県基本方針） 

③ 附属機関による調査（第 28条 1項） 

④ 必要があると認めるときは，附属機関を設けて調査（第 30条 2項） 

⑤ 市町村の事務の適切な処理について指導・助言又は援助（第 33条） 

⑥ 重大事態の調査結果を地方公共団体の長に報告（国基本方針） 

併せて，県教育委員会に報告（県基本方針） 

⑦ ④の調査を行ったときは，その結果を議会に報告（第 30条 3項） 

 

 

（７）ネット上のいじめへの対応 

  ○ 情報モラルに関する学習会を、児童と保護者に実施する。 

  ○ ネット上に本校及び本校児童に係る不適切な書き込み等（名誉棄損、プライバシー侵害、誹   

謗中傷等）を発見した場合は、直ちに掲示板運営者やプロバイダーなどに対して削除を求める措置

をとる。その際は、大任町教育委員会、田川警察署、法務局等の協力を求める。児童の生命や財産

等に重大な被害が生じる恐れがあるときは、直ちに田川警察署に通報する。 

 

（８）児童理解と教育相談体制の整備 

  ○ 児童との会話や観察、「学校生活アンケート」を通して、日頃からの情報収集を重視する。 

  ○ とらえた問題場面や問題行動等に即時に対応するとともに、報告や連絡の徹底を図る。 

  ○ 学期末の「教育相談月間」を活用して、情報収集といじめ問題の未然防止、早期発見に努める。 

  ○ スクールカウンセラー等への相談を励行する。 
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（９）保護者・地域等への働きかけ 

  ○ 「学校いじめ防止基本方針（抜粋）」を４月に保護者へ配付して、周知を図る。  

  ○ 年度当初の PTA 総会、学級懇談会にて、「学校いじめ防止基本方針（概略）」を説明する。 

  ○ 学校参観日だけでなく学校行事や学年行事、集会活動など、保護者や地域の方が来校する機   

会を増やす。保護者や地域の方に学校の教育活動を参観していただいたり、教師と保護者との   

懇談の機会にしたりする。  

  ○ 随時、学校通信や学級通信等を通して、いじめ防止の取組状況や学校評価の結果等を発信する。  

 

（１０）取組状況の評価 

  ○ 学校いじめ防止基本方針をはじめとするいじめ防止の取組については、ＰＤＣＡサイクルで   

見直し、実効性のある取組となるよう努める。  

  ○ いじめに関する項目を盛り込んだ教職員による取組の評価を毎学期末に、保護者による学校   

評価アンケートを年度末に実施し、校務運営委員会や生徒指導委員会でいじめに関する取組状   

況の評価を行う。  

 

（１１）適切な学校評価・教員評価 

  ○ 評価にあたって、児童に対しては自分の学校生活を振り返って、安心して落ち着いた学校生   

活を送ることができているかどうかアンケート調査を行う。 

  ○ 保護者に対しては、学校参観や学校行事等の来校時にアンケート調査を行うなどして定期的   

な評価を位置づけるとともに、こまめな情報収集に努める。 

  ○ 教職員に対しては、日々の教育実践と児童との向き合い方について自己評価を行うことによ   

って、課題の改善に努める。 

  ○ 学校評価の活動を通して得た情報のうち、緊急性のある事案については即時に対応し、改善   

に努める。 

  ○ 行った学校評価は大任町教育委員会に報告するとともに、学校通信などを活用して保護者に   

も報告するよう努める。 

 

 

 

 


